
   

 

 第９号議案 

令和７年度新宿区後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

  令和７年度新宿区の後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、次に 

定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 324,760 千円を追加し、歳入 

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,395,875 千円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の 

   歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

     令和８年２月１７日 提出 

 

                 新宿区長 吉  住  健  一  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 5,212,679 333,255 5,545,934

1 後期高齢者医療保険料 5,212,679 333,255 5,545,934

3 3,654,778 △9,353 3,645,425

1 繰入金 3,654,778 △9,353 3,645,425

6 0 858 858

1 国庫補助金 0 858 858

9,071,115 324,760 9,395,875

繰入金

国庫支出金

歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計

計

 千円  千円  千円

後期高齢者医療保険料

第１表　歳入歳出予算補正

歳　入

款 項 補正前予算額 補正予算額



1 322,297 0 322,297

1 一般管理費 322,297 0 322,297

2 8,531,405 327,989 8,859,394

1 広域連合納付金 8,531,405 327,989 8,859,394

3 194,580 △3,730 190,850

1 後期高齢者支援事業費 194,580 △3,730 190,850

4 12,833 501 13,334

1 償還金及び還付金 12,833 501 13,334

9,071,115 324,760 9,395,875

後期高齢者支援事業費

諸支出金

歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計

歳　出

款 項

総務費

広域連合納付金

補正前予算額 補正予算額 計

 千円  千円  千円


